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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠材中のケーブル、ワイヤ又は管の周囲のシーリングをするための挿入部材半体（１０
）と組み合わせて用いるための層材（２０）であって、前記層材（２０）は、第１の端部
（２１）と第２の端部（２２）とを有する細長い円弧形状を有しており、
　前記層材（２０）には、前記層材（２０）の前記第１の端部（２１）と前記第２の端部
（２２）とのうち少なくとも一方に配置された少なくとも１つのインデックス手段（３０
）が設けられており、
　前記インデックス手段（３０）は、特定のケーブル、ワイヤ又は管の寸法に対して可能
な最適なシーリングを達成するためにいくつの前記層材（２０）を取り除くべきかの指標
を与える
　ことを特徴とする層材。
【請求項２】
　前記層材（２０）には、前記第１の端部（２１）と前記第２の端部（２２）とに前記イ
ンデックス手段（３０）が設けられている請求項１に記載の層材。
【請求項３】
　前記インデックス手段（３０）は、前記層材（２０）の前記第１の端部（２１）と前記
第２の端部（２２）とのうち少なくとも一方から延出している請求項１又は２に記載の層
材。
【請求項４】
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　前記インデックス手段（３０）は、前記層材（２０）の前記第１の端部（２１）と前記
第２の端部（２２）とのうち少なくとも一方から半径方向に延出している請求項１、２又
は３に記載の層材。
【請求項５】
　枠材中のケーブル、ワイヤ又は管の周囲のシーリングをするための同様の挿入部材半体
と組み合わせて用いるための挿入部材半体（１０）であって、前記挿入部材半体（１０）
は、
　　少なくとも１つの第１の端面（１２）、前記第１の端面（１２）と実質的に平行な第
２の端面（１３）、及び前記第１の端面（１２）と前記第２の端面（１３）との間に延び
る少なくとも１つの側面（１５）を有する挿入部材本体（１１）と、
　　前記第１の端面（１２）から前記第２の端面（１３）まで延びる前記側面（１５）に
ある半円形の溝（１６）と、
　を備え、
　請求項１乃至４のうち何れか１の層材（２０）の複数個が、前記溝（１６）の半径を可
変にするために、前記半円形の溝（１６）中に取り外し可能に配置されている、
　ことを特徴とする挿入部材半体。
【請求項６】
　異なる層材（２０）の前記インデックス手段（３０）は、異なる層材（２０）と関係す
るインデックス手段（３０）が前記溝（１６）の外周の周りに並んで配置されるように、
前記層材（２０）の外周の周りの異なる場所に配置されている請求項５に記載の挿入部材
半体。
【請求項７】
　前記挿入部材半体（１０）は、８つの層材（２０）を備え、取り外し可能な前記層材（
２０）の端部の前記インデックス手段（３０）の幅は、前記層材（２０）の外周の８分の
１以下である請求項５又は６に記載の挿入部材半体。
【請求項８】
　異なる層材（２０）の前記インデックス手段（３０）は異なる色を有する請求項５、６
又は７に記載の挿入部材半体。
【請求項９】
　前記インデックス手段（３０）及びこのインデックス手段（３０）が付属する前記層材
（２０）は同一色である請求項５、６、７又は８に記載の挿入部材半体。
【請求項１０】
　各々の前記インデックス手段（３０）は、前記挿入部材半体（１０）の前記第１の端面
（１２）及び前記第２の端面（１３）のうち一方又は両方に付された異なる記号を有する
請求項５乃至９のうち何れか１項に記載の挿入部材半体。
【請求項１１】
　前記挿入部材本体（１１）は、実質的に直方体形状又は半円筒形状をしている請求項５
乃至１０のうち何れか１項に記載の挿入部材半体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の序文に係る挿入部材半体と共に用いる層材と、この層材を備える
挿入部材半体とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの異なる技術分野、高い重要性を有するところでは例えば貿易船、沖合のプラット
フォーム、建造物といった分野において、火災、爆発、水漏れ等の場合の安全要求事項は
高い。火災、水漏れ等の場合、火及び／又は水は、船、プラットフォーム又は建造物内で
、多くはワイヤ、ケーブル又はパイプに沿って広がる。火及び／又は水が広がるのを止め
る又は遅らせるために、船、プラットフォーム又は建造物内の隔壁を貫通している部分で
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、各ワイヤ、ケーブル又はパイプは、確実な方法でシーリングされるべきである。
【０００３】
　ケーブル、ワイヤ又はパイプが通っている隔壁の領域をシーリングするために用いられ
る一般的な方策の一つとしては、隔壁の開口部に取り付けられる長方形の枠材の使用が挙
げられる。このような枠材は、枠材にかかる予測される負荷や要求される安全レベルに応
じて、鋼鉄、アルミニウム又はステンレスによって形成され、隔壁の材料や寸法に応じて
、ねじ、ボルト又は溶接によって、隔壁中にしっかり固定される。隔壁を通る全てのケー
ブル、ワイヤ又はパイプは、枠材を貫通しており、枠材内の開口部をシーリングするため
に、枠材を通る各ケーブル、ワイヤ又はパイプの周囲に挿入ブロックが配置される。この
ような挿入ブロックは、２つのブロック半体から構成される。それぞれのブロック半体に
は、このブロックの一面を横切るようにして延びる半円形の溝が設けられており、それぞ
れの溝が互いに対向するように２つのブロック半体が合わせられたとき、円形の開口部が
形成されるようになっている。
【０００４】
　枠材をシーリングするために、枠材内の各々のケーブル、ワイヤ又はパイプは、挿入ブ
ロック内にぴったりはまって、枠材内に詰め込まれる。ブロックは、枠材内で層状に並ん
で詰め込まれ、ブロックの外寸は、枠材内に所定の数のブロックがちょうど収まるように
選択される。これらブロックの層は、ブロックを枠材内の所望の位置に維持する金属板に
よって、隔てられている。枠材の上部に圧力印加装置が導入される前には、枠材は挿入ブ
ロックの層でほぼ完全に埋め尽くされる。ブロック、金属板及び圧力印加装置の全てが枠
材内の適切な位置にあるとき、圧力印加装置は起動され、枠材内で圧力がブロック上に加
えられる。圧力は、弾性ブロックを僅かに変形させ、枠材内の残った空間を密閉する。挿
入ブロックの長方形の横断面は、さもなければ非常に困難であったケーブル、ワイヤ又は
パイプの実質的な円形の横断面の周囲をシーリングすることを可能にする。
【０００５】
　しかしながら、各ケーブル、ワイヤ又はパイプの周囲に確実なシーリングを与えるため
には、溝の半径は、ケーブル、ワイヤ又はパイプの外径とほぼ正確に対応しなければなら
ない。このため、異なる大きさの開口部を有する多くのブロックが用いられ得る。あるい
は、例えば特許文献１に開示されているタイプの挿入ブロックが用いられる。このタイプ
の挿入ブロックは、ブロックの開口部内に合わされた多くの薄い層材を有している。１つ
又は複数の層材を開口部から取り除くことによって、開口部の半径は、個別のケーブル、
ワイヤ又はパイプに合わせられ得る。
【０００６】
　しかしながら、調節可能な挿入ブロックは、枠材内の開口部の要求される密閉度を確保
するために、挿入ブロックの開口部とケーブル、ワイヤ又はパイプの外表面との間の取り
付けをきつくしなければならず、開口部からちょうど適切な数の層材を取り外さなければ
、要求される密閉度は達成されないことになるという、一つの重大な欠点を有する。
【０００７】
　したがって、枠材を貫通しているケーブル、ワイヤ又はパイプが適切にシーリングされ
ないというリスクを低減する順応性のある挿入ブロックの要求がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】欧州特許第０４２９９１６号明細書
【発明の概要】
【０００９】
　独立請求項１及び５に記載される本発明は、上記の問題を低減させる順応性のある挿入
部材半体を提供する。
【００１０】
　これは、挿入部材半体における本発明による取り外し可能に配置された層材によって達
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成される。枠材中のケーブル、ワイヤ又は管の周りのシーリングをする挿入部材半体と組
み合わせて用いるそれぞれの層材は、第１の端部と第２の端部とを有する細長い円弧形状
を有しており、前記層材の前記第１の端部と前記第２の端部とのうち少なくとも一方に配
置された少なくとも１つのインデックス手段が設けられていることを特徴とする。
【００１１】
　インデックス手段は、作業者に、特定のケーブル、ワイヤ又は管の寸法に対して可能な
最適なシーリングを達成するためにいくつの層材を取り除くべきかの指標を与える。これ
は、大きな利点を有する。なぜなら、シーリングされる必要があるケーブル、ワイヤ又は
管の周囲の挿入部材半体の調整の際、作業者が挿入部材半体の溝内の層材を適切な数だけ
取り除かないという危険性を大幅に減らすことができるからである。多すぎる又は少なす
ぎる層材が取り外される場合、例えば火災や爆発の際に深刻な被害をもたらし得る、要求
される密閉度が達せされないことになり得る。
【００１２】
　本発明の別の利点は、挿入部材半体が枠材中に詰め込まれた後もインデックス手段が見
えるので、取り付けに関する将来の検査を容易にすることである。このことは、この種の
安全設備において、要求される取り付けの安全レベルを確保するために、定期的な基礎検
査が行われるので、大きな利点を有する。本発明は、これらの検査をより正確にし、かつ
これら検査に要する時間を短縮することになる。
【００１３】
　好ましい本発明の一実施形態では、層材には、第１の端部と第２の端部とにインデック
ス手段が設けられている。この実施形態は、インデックス手段が、挿入部材半体が見られ
る方向から独立して認識されやすいので、特定のケーブル、ワイヤ又は管の寸法に対する
挿入部材半体の調整を容易にする。
【００１４】
　好ましい本発明の一実施形態では、インデックス手段は、層材の端部から延出している
。層材の端部から延出しているインデックス手段を有することによって、インデックス手
段の大きさは大きくされ得るし、その結果、取り付けを行う作業者によってより認識され
易くなる。
【００１５】
　好ましい本発明の一実施形態では、インデックス手段は、層材の端部から半径方向に延
出している。この実施形態は、挿入部材半体の端面から大きくはみ出したインデックス手
段を有することなく、インデックス手段の半径方向の大きさを大きくすることを可能にす
る。
【００１６】
　さらに、本発明は、枠材中のケーブル、ワイヤ又は管の周囲のシーリングをするための
同様の挿入部材半体と組み合わせて用いるための挿入部材半体に関する。挿入部材半体は
、
　少なくとも１つの実質的に平らな第１の端面、第１の端面と平行な実質的に平らな第２
の端面、及び第１の端面と第２の端面との間に延びる少なくとも１つの実質的に平らな側
面を有する挿入部材本体と、
　第１の端面から第２の端面まで延びる側面にある半円形の溝と、
　を備え、
　前記溝の半径を可変にするために、上記の複数の層材が前記半円形の溝内に取り外し可
能に配置されていることを特徴とする。
【００１７】
　この挿入部材半体は、同様の挿入部材半体と組み合わせて用いられる際に、枠材を貫通
するケーブル、ワイヤ又はパイプの不適切なシーリングという危険性を減少させる、非常
に順応性のある挿入部材半体である。なぜなら、挿入ブロックは、複数の異なるケーブル
、ワイヤ又は管の直径に容易に調整され得るし、溝内に取り外し可能に配置された層材の
それぞれのインデックス手段は、可能な最適なシーリングを達成するために取り除くべき
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層材の数についての指標を与えるからである。
【００１８】
　挿入部材半体の一実施形態では、異なる層材のインデックス手段は、異なる層材と関係
するインデックス手段が溝の外周の周りに並んで配置されるように、層材の外周の周りの
異なる場所に配置されている。この実施形態は、インデックス手段が互いに重なり合わず
、挿入部材半体の調整を容易にするものであり、インデックス手段の好ましい配置を与え
る。
【００１９】
　挿入部材半体の一実施形態では、挿入部材半体は、８つの層材を備える。取り外し可能
な層材の端部におけるインデックス手段の幅は、層材の外周の８分の１以下である。この
実施形態に係る挿入部材半体は、溝の直径の調節範囲について要求される順応性を与え、
互いに重なり合うことなく容易に認識される十分な大きさのインデックス手段を確保する
。
【００２０】
　挿入部材半体の一実施形態では、異なる層材のインデックス手段は、異なる色を有する
。本発明のこの実施形態は、異なる層材の識別と選択とをさらに容易にする。
【００２１】
　挿入部材半体の一実施形態では、インデックス手段とこのインデックス手段が付属する
層材とが同一色である。層材全体及びインデックス手段に異なる色を用いることで、異な
る層材の識別と選択とをさらに容易にする。
【００２２】
　挿入部材半体の一実施形態では、各々のインデックス手段は、挿入部材半体の端面のう
ち一方又は両方に付された目に見える又は知覚可能な異なる記号を有する。この実施形態
は、異なる層材の相互の識別を容易にし、完全に光がない場合にも、異なる層材と関連す
る記号を知覚して作業者が取り付け作業を行うことも可能にする。
【００２３】
　挿入部材半体の一実施形態では、挿入部材本体は、実質的に直方体形状又は半円筒形状
をしている。これらの挿入部材本体の形状によって、ケーブル、ワイヤ又は管の周囲で同
様の挿入部材本体が組み合わされて用いられるとき、直方体形状又は円筒形状の何れかに
なることになる。枠材に容易に詰め込まれるので、直方体形状は四角形の枠材を用いると
きに好ましく、円筒形状は円形の枠材を用いるときに好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明の一実施形態の溝内に取り外し可能に配置された層材を有する挿
入部材半体の斜視図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態の層材と識別手段とを表す図１に示す挿入部材半体
の側面図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態の本発明に係る層材の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１に、本発明の一実施形態に係る挿入部材半体１０を示す。挿入部材半体は、実質的
に直方体形状を有する挿入部材本体１１を有する。挿入部材本体１１は、第１の端面１２
と、第２の端面１３と、３つの外面１４と、図示しないケーブル、ワイヤ又は管の周りに
合わせたときに２つ目の挿入部材半体の同様の表面と接する２つの表面１５とを有する。
２つの接触表面１５は、挿入部材半体の中心に配置され、第１の端面１２から第２の端面
１３まで延びる半円形の溝１６の対向した両側に沿って、第１の端面１２から第２の端面
１３まで延びる。
【００２６】
　挿入部材半体１０は、隔壁中に取り付けられる枠材を貫通させられるケーブル、ワイヤ
又は管を対象とする。ケーブル、ワイヤ又は管は、ケーブル、ワイヤ又は管が２つの挿入
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部材半体１０の溝１６内に納められるような方法で同様の挿入部材半体が１つ目の挿入部
材半体１０と対向するように配置される前に、１つ目の挿入部材半体１０の溝１６内に配
置される。ケーブル、ワイヤ又は管の周りに合わされた２つの挿入部材半体を、挿入ブロ
ックと称することにする。挿入ブロックは、他の挿入ブロックとともに隔壁中に取り付け
られる枠材内に詰め込まれる。
【００２７】
　ケーブル、ワイヤ又は管の周りの要求される密閉度を確保するために、挿入部材半体１
０の溝１６と挿入ブロックを通るケーブル、ワイヤ又は管の外表面との間がぴったりと合
うことが重要である。このため挿入部材半体１０には、特定のケーブル、ワイヤ又は管の
直径に溝１６の半径を調節することができるように、溝１６内に取り外し可能に配置され
ている８つの別々の層材２０が設けられている。
【００２８】
　これら層材２０は、挿入部材半体１０の溝１６に合わせて細長い円弧状の形状をしてい
る。各層材２０は、隣接した層材２０内に対応する、又は溝１６内に隣接して配置された
層材ならば挿入部材半体の溝１６に対応する、特定の予め決められた半径を有している。
隣接した層材及び挿入部材半体の溝との要求されるぴったりとした嵌合を確保するために
、層材の半径は、一番上の層材に向けて減少している。
【００２９】
　図３に、１つの層材２０を図示する。図１及び２に示す８つの層材の全ては、実質的に
同じ形状を有しており、円弧のような形状の細長い層材本体２１と、第１の端部２２と、
第２の端部２３とを備えている。
【００３０】
　層材の厚さは、挿入部材半体が用いられる対象とするケーブル、ワイヤ又は管の要求さ
れる直径に合わせて選択される。例えば、要求される直径の差がそれぞれ１ｍｍのとき、
各層材は厚さ０．５ｍｍであり、要求される直径の差がそれぞれ２ｍｍのとき、各層材は
厚さ１ｍｍである。図示された挿入部材半体は、８つの異なる層材を有しているが、層材
の数は、挿入部材半体及び挿入ブロックの調節範囲を増減させるために変更され得る。
【００３１】
　各層材には、層材２０の両端部２２，２３に配置されたインデックス手段３０が設けら
れている。インデックス手段は、層材２０の各端部２２，２３から半径方向外方に延びて
おり、インデックス手段の外側端に向けて僅かに幅が増していく小さなタブの形をしてい
る。インデックス手段の大きさは、枠材中に挿入ブロックを取り付ける作業者が容易に認
識できるのに十分な大きさであるべきである。さらにインデックス手段の大きさは、ケー
ブル、ワイヤ又は管の特定の直径又は半径によって用いられるべき層材を示す数字や記号
を印刷したり形成したりすることができるような大きさであるべきである。図２において
、インデックス手段の１つは、あり得る記号の一例としての数字１６が付されている。そ
の他の選択肢として、異なるインデックス手段は異なる色とし、１つの色がある特定のケ
ーブル、ワイヤ又は管の直径又は半径に対応するようにする。異なる色が層材を識別する
ために用いられるとき、異なる層材の識別をさらに容易にするために、層材全体がインデ
ックス手段として同じ色に作られることが好ましい。これら２つの選択肢は、もちろん組
み合わされてもよい。
【００３２】
　異なる層材のインデックス手段３０は、溝内に配置されるときに、互いに重ならないよ
うに溝の外周の周りに並んで配置されるように、層材の円周に沿って異なる位置に配置さ
れる。
【００３３】
　本発明の図示された実施形態では、挿入部材半体１０の両端面には、溝１６の周りに切
り欠き部１７が設けられている。半径方向に延びているインデックス手段３０がインデッ
クス手段３０の半径方向長さと同じ半径方向長さを有する切り欠き部１７内に位置するよ
うに、溝１６内に取り外し可能に配置された層材２０は、溝１６と同じ長さを有し、溝１
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６と切り欠き部１７との間の縁にある端部を有する。
【００３４】
　各層材には、層材本体２１の外側表面の異なる位置に配置された円形の突起部２３と、
層材本体２１の内側表面にある円形の凹部２４とが設けられている。同様の円形の凹部は
、挿入部材本体１１に取り外し可能に配置された層材２０のために、挿入部材本体１１の
溝１６にも設けられている。これらの突起部２３と凹部２４とは、１つの層材の円形の突
起部２３が隣接する層材の円形の凹部２４に圧入部を構成するように、所定の位置に配置
されている。これら圧入部は、挿入部材半体１０の溝１６内に取り外し可能に配置された
層材を保持する。
【００３５】
　本発明の１つの目下好ましい実施形態をここに記載したが、本発明は、これに限定され
ず、次に示す特許請求の範囲に含まれる種々のそして全ての改良及び変形を網羅しそれら
を含むことを理解されたい。
　以下に本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
　枠材中のケーブル、ワイヤ又は管の周囲のシーリングをするための挿入部材半体（１０
）と組み合わせて用いるための層材（２０）であって、前記層材（２０）は、第１の端部
（２１）と第２の端部（２２）とを有する細長い円弧形状を有しており、
　前記層材（２０）には、前記層材（２０）の前記第１の端部（２１）と前記第２の端部
（２２）とのうち少なくとも一方に配置された少なくとも１つのインデックス手段（３０
）が設けられていることを特徴とする層材。
［２］
　前記層材（２０）には、前記第１の端部（２１）と前記第２の端部（２２）とに前記イ
ンデックス手段（３０）が設けられている［１］に記載の層材。
［３］
　前記インデックス手段（３０）は、前記層材（２０）の前記第１の端部（２１）と前記
第２の端部（２２）とのうち少なくとも一方から延出している［１］又は［２］に記載の
層材。
［４］
　前記インデックス手段（３０）は、前記層材（２０）の前記第１の端部（２１）と前記
第２の端部（２２）とのうち少なくとも一方から半径方向に延出している［１］、［２］
又は［３］に記載の層材。
［５］
　枠材中のケーブル、ワイヤ又は管の周囲のシーリングをするための同様の挿入部材半体
と組み合わせて用いるための挿入部材半体（１０）であって、前記挿入部材半体（１０）
は、
　　少なくとも１つの第１の端面（１２）、前記第１の端面（１２）と実質的に平行な第
２の端面（１３）、及び前記第１の端面（１２）と前記第２の端面（１３）との間に延び
る少なくとも１つの側面（１５）を有する挿入部材本体（１１）と、
　　前記第１の端面（１２）から前記第２の端面（１３）まで延びる前記側面（１５）に
ある半円形の溝（１６）と、
　を備え、
　［１］乃至［４］のうち何れか１の層材（２０）の複数個が、前記溝（１６）の半径を
可変にするために、前記半円形の溝（１６）中に取り外し可能に配置されている、
　ことを特徴とする挿入部材半体。
［６］
　異なる層材（２０）の前記インデックス手段（３０）は、異なる層材（２０）と関係す
るインデックス手段（３０）が前記溝（１６）の外周の周りに並んで配置されるように、
前記層材（２０）の外周の周りの異なる場所に配置されている［５］に記載の挿入部材半
体。
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［７］
　前記挿入部材半体（１０）は、８つの層材（２０）を備え、取り外し可能な前記層材（
２０）の端部の前記インデックス手段（３０）の幅は、前記層材（２０）の外周の８分の
１以下である［５］又は［６］に記載の挿入部材半体。
［８］
　異なる層材（２０）の前記インデックス手段（３０）は異なる色を有する［５］、［６
］又は［７］に記載の挿入部材半体。
［９］
　前記インデックス手段（３０）及びこのインデックス手段（３０）が付属する前記層材
（２０）は同一色である［５］、［６］、［７］又は［８］に記載の挿入部材半体。
［１０］
　各々の前記インデックス手段（３０）は、前記挿入部材半体（１０）の前記第１の端面
（１２）及び前記第２の端面（１３）のうち一方又は両方に付された異なる記号を有する
［５］乃至［９］のうち何れか一に記載の挿入部材半体。
［１１］
　前記挿入部材本体（１１）は、実質的に直方体形状又は半円筒形状をしている［５］乃
至［１０］のうち何れか一に記載の挿入部材半体。

【図１】 【図２】
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